
 事 務 連 絡 

令和2年8月6日 

地区職域薬剤師会 担当者 各位 

公益社団法人東京都薬剤師会 

 

写しの通り、日本薬剤師会から通知がありましたので、貴会会員へのご周知を

よろしくお願いいたします。 

 

○写  

日薬業発第228号 

令和 2年 8月 3日 

都道府県薬剤師会会長 殿 

日本薬剤師会 

会長  山本 信夫 

（会長印省略） 

 

 

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の  

一部を改正する政令の公布について（通知）  

 

標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長より別添

のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。  

本通知は、令和2年7月8日政令第220号もって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬

及び麻薬向精神薬原料を指定する政令が改正されたことに関するものです。  

本政令の施行期日は公布日から起算して30日を経過した日（令和2年8月7日）と

なっておりますので、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。  

なお、本通知のご案内に際しては、複数回の差し替え連絡があり、ご案内が遅

くなりましたことを申し添えます。  

 

＜別添＞ 

1.  麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を

改正する政令の公布について（通知） （令和2年7月8日付け、厚生労働省医

薬・生活衛生局長監視指導・麻薬対策課長より、薬生監麻発0708第3号） 

   ＜別添省略＞ 

2.  麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を

改正する政令の公布について（通知）の訂正について（令和2年7月30日付け、

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課） ＜省略＞ 
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